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お い ら せ 町 
  



この仕様書は、業務の大要を示すものであり、本書に記載されていない事項であっても、

現場の状況に応じ軽微な業務で発注者が必要と認めるものについて、受注者は受託金額の

範囲内で本業務を実施するものとする。 

 

１．対象施設 

小学校(５校) 

 ・百石小学校 ・甲洋小学校 ・下田小学校 

 ・木内々小学校・木ノ下小学校 

中学校(３校) 

 ・百石中学校 ・下田中学校 ・木ノ下中学校 

 

２．履行期限 

契約締結した翌日から令和７年１１月２８日まで 

 

３．業務内容 

     建築基準法第12条第1項及び第２項、青森県建築基準法施行細則第10条の規定によ

る、建築物の調査、定期報告書作成及び提出。 

 

① 報告書様式 

    定期報告書の様式については青森県県土整備部建築住宅課ホームページからダウ

ンロードできます。 

   

 

② 報告書提出先 

    上北地域県民局 地域整備部 建築指導課(十和田市西十二番町20-12) 

 

③ 提出部数 

    上北地域県民局地域整備部建築指導課提出分 … １部 

    おいらせ町学務課分            … １部 

                         計 ２部 

 

４．業務期日 

    現地調査等の実施においては、施設の運営に支障が無いように施設管理担当者と

協議のうえ、業務にあたるものとする。 

     

 

５．施設調査等に係る数量 

    別紙設計書を参照。 

 

６．本仕様書で定めのない事項について疑義がある場合は、協議し定めるものとする。 

 

 


